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宇部市建築審査会専決規程 

 
議決 平成１ ８ 年１ 月２ ０ 日 

宇 部 市 建 築 審 査 会 

 

（ 趣旨）  

第 1 条 こ の規程は、 宇部市建築審査会条例（ 平成１ ４ 年条例第３ ６ 号） 第８ 条の規

定に基づき 、 宇部市建築審査会（ 以下「 審査会」 と いう 。） の効率的な運営を図るた

め、 審査会の権限に属する事務の専決に関する取扱いを 定めるも のと する。  

 

（ 専決）  

第 2 条 審査会の権限に属する事務で、 建築基準法（ 昭和２ ５ 年法律第２ ０ １ 号） 第

４ ３ 条第２ 項第２ 号の規定による許可に係る同意については、審査会の議決を 経て

別に定める基準に適合するも のを 会長の専決で行う こ と ができ るも のと する。  

 

（ 審査会への報告）  

第 3 条 会長は、 前条の規程により 専決し た場合は、 その旨を 次の審査会に報告する

も のと する。  

 

（ 委任）  

第 4 条 こ の規程に定めるも ののほか、 必要な事項は別に定める。  

 

 

 

 

附 則 

こ の規程は、 平成１ ８ 年２ 月１ 日から 施行する。  

附 則 

こ の規程は、 平成３ ０ 年９ 月２ ５ 日から 施行する。  

 

 


